
 

 

【機関等名】 

（江戸川河川事務所） 

江戸川河口出張所 

中川下流出張所 

 

【所在地等】 

江戸川河口出張所 

郵便番号  １３３－００６２ 

所 在 地  江戸川区東篠崎町２５０ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６７９－１４６０ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６７９－４１０３ 

 

中川下流出張所 

郵便番号  １２５－００５４ 

所 在 地  葛飾区高砂１－３－１５ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６９４－２７５７ 
Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６９３－３９３２ 

 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/（江戸川河川事務所ホームページ） 

 

【設置根拠】 

地方整備局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

 江戸川河口出張所 

江戸川の改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、水防警報。 

 
中川下流出張所 

中川の改良工事、維持修繕その他の管理及び水防警報。 

 

【管轄区域】 

江戸川河口出張所 
  江戸川   左岸  河口から１．３㎞より１５．５㎞まで 
        右岸  河口から１．６㎞より１９．７９㎞まで 
  旧江戸川  左岸  河口から９．０㎞より９．４㎞まで 
        右岸  河口から９．０㎞より９．４㎞まで 



 

 

 
 中川下流出張所 
  中川    左岸  河口から１２．４㎞より１９．６㎞まで 

       右岸  河口から１２．４㎞より２７．４㎞まで 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

（首都国道事務所） 

小松川国道出張所 

金町国道出張所 

 
【所在地等】 

小松川国道出張所 

郵便番号  １３２－００３１ 

所 在 地  江戸川区松島２－１１－２０ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６５１－１１６５～６ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６５１－１１６６ 

 

 金町国道出張所 

郵便番号  １２５－００４２ 

所 在 地  葛飾区金町３－４８－２ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６０７－６４００ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６０７－９３００ 

 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktr.mlit.go.jp/syuto/ （首都国道事務所ホームページ） 

 

【設置根拠】 

地方整備局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

 小松川国道出張所 

  一般国道３５７号の改良工事（立体化）。 

  

金町国道出張所 

  一般国道２９８号（東京外かく環状道路）の新設工事及びその維持管理。 

 

【管轄区域】 

小松川国道出張所 

  一般国道３５７号（東京都江東区新木場～千葉県市川市高浜） 

  

金町国道出張所 

 一般国道２９８号（東京都葛飾区東金町～千葉県市川市国分） 



 

 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 

  

【その他】 

 小松川国道出張所は、平成１５年１２月に移転予定であり、現在施工中。 

 郵便番号  １３２－０００３ 

 所 在 地  江戸川区春江町１－１－４ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  未定 



 

 

【機関等名】 

荒川下流河川事務所 

小名木川出張所 

岩淵出張所 

 

【所在地等】 

荒川下流河川事務所 

郵便番号  １１５－００４２ 

所 在 地  北区志茂５－４１－１ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９０２－２３１１（代表） 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３９０２－２５３８ 

 

小名木川出張所 

郵便番号  １３６－００７２ 

所 在 地  江東区大島８－３３－２６ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６８１－６１３１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６８３－７４５３ 

 

岩淵出張所 

郵便番号  １１５－００４２ 

所 在 地  北区志茂５－４１－２ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９０１－４２４０ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３９０１－２４４２ 

 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ara.or.jp/arage/ 

 

【設置根拠】 

事務所 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

  

出張所 

地方整備局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

(1) 荒川下流の改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報。 

(2) 千葉県東京湾沿岸及び東京都東京湾沿岸の海岸保全に関する調査。 



 

 

(3) 綾瀬川（江戸川河川事務所の管轄区域を除く。）の改良工事、維持修繕その他の管理。 

 

【管轄区域】 

 荒川下流（埼玉県戸田市大字下笹目４３３５番地先の笹目橋から下流。） 

千葉県東京湾沿岸及び東京都東京湾沿岸及び綾瀬川（江戸川河川事務所の管轄区域を除

く。） 

 

【組織】 

 

副所長 

  所長               総務課 

         工事施工管理官    経理課 

                   用地第一課 

                   用地第二課 

                   工務課 

                   調査課 

                   地域連携課 

                   河川情報課 

                   沿川再開発課 

                   管理課 

                   機械課 

                   電気通信課 

                   小名木川出張所 

                   岩淵出張所 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

東京国道事務所 

  金杉橋出張所 

  亀有出張所 

  代々木出張所 

  万世橋出張所 

 

【所在地等】 

東京国道事務所 

郵便番号  １００－０００４ 

所 在 地  千代田区大手町１－３－３ 大手町合同庁舎第３号館９階 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２１４－７３６１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２１４－７４５３ 

 

 金杉橋出張所 

郵便番号  １０５－００１４ 

所 在 地  港区芝２－２－１０ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４５５－０６１１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４５１－４７８４ 

 

 亀有出張所 

郵便番号  １２５－００５１ 

所 在 地  葛飾区新宿４－２１－１ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６００－５５４１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６００－１６４５ 

 

 代々木出張所 

郵便番号  １５１－００５３ 

所 在 地  渋谷区代々木４－３０－８ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３３７４－９４５１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２９９－８３８６ 

 

万世橋出張所 

郵便番号  １０１－００２１ 

所 在 地  千代田区外神田１－１－１４ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２５３－８３６１ 



 

 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２５８－８７４６ 

 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/ 

 

【設置根拠】 

事務所 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

 出張所 

地方整備局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

(1)  一般国道１号、４号、６号、１４号、１５号、１７号、２０号、２４６号及び２５

４号の改築及び修繕工事、維持その他の管理。 

(2)  一般国道３５７号の修繕工事、維持その他の管理。 

(3)  一般国道４６６号の道路台帳の調整及び保管等の管理。 

 

【管轄区域】 

一般国道１号、４号、６号、１４号、１５号、１７号、２０号、２４６号、２５４号、

３５７号及び４６６号 

 

【組織】 

 

          副所長        総務課 

所長                    経理課 

          事業対策官       用地課 

           工事施工管理官        工務第一課 

           建設専門官       工務第二課 

           用地官         調査課 

           道路管理指導官     環境整備課 

           建設監督官       管理第一課 

                       管理第二課 

                       共同溝課 

                          交通対策課 

                       機械課 

                       電気通信課 



 

 

                       金杉橋出張所 

                       亀有出張所 

                       代々木出張所 

                       万世橋出張所 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署  関東地方整備局情報公開室 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 

 



 

 

【機関等名】 

相武国道事務所 

  日野出張所 

  八王子国道出張所 

 

【所在地等】 

相武国道事務所 

郵便番号  １９２－００４５ 

所 在 地  八王子市大和田町４－３－１３ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－４３－２００１ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－４３－２３２０ 

 

 日野出張所 

郵便番号  １９２－０００２ 

所 在 地  日野市新町１－４－５ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５８２－０４０８～９ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５８７－１３１４ 

 

 八王子国道出張所 

郵便番号  １９２－０９０６ 

所 在 地  八王子市北野町５５８－５ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－４５－５５６２～３ 

  Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－４５－４３８７ 

 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/  

 

【設置根拠】 

事務所 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

 出張所 

地方整備局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

(4)  一般国道１６号及び２０号の改築及び修繕工事、維持その他の管理。 

(5)  一般国道４６８号の新設工事。 



 

 

 

【管轄区域】 

一般国道１６号、２０号（東京国道事務所の管轄区域を除く。）及び４６８号 

 

【組織】 

 

           副所長        建設専門官 

所長                     用地官 

                       総務課 

                                  経理課 

                       用地第一課 

                       用地第二課 

                        工務課 

                       機械課 

                        調査第一課 

                        調査第二課 

                           管理第一課 

                        管理第二課 

                       日野出張所 

                       八王子国道出張所 

 

【情報開示請求窓口】 

担当部署  関東地方整備局情報公開室 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

東京外かく環状道路調査事務所 

 

【所在地等】 

郵便番号  １５８－００９７ 

所 在 地  世田谷区用賀４－５－１６ ＴＥビル７階 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７０７－１４９１（フリーダイヤル０１２０－３４－１４９１〔9:15～17:30〕）  

Ｆ Ａ Ｘ  同上          （同上）  

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktr.mlit.go.jp/gaikan/home/top.html  

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

  道路に関する調査（他の国道事務所等の所掌に属するものを除く。）。 

 

【管轄区域】 

首都圏内の環状道路（東京湾岸の環状道路を除く。） 

 

【組織】 

 

    建設専門官 

                            建設専門官 

所長              建設監督官 

    総務課 

    調査課 

    計画課 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

（京浜河川事務所） 

田園調布出張所 

多摩出張所 

多摩川上流出張所 

 

【所在地等】 

田園調布出張所 

郵便番号  １４５－００７２ 

所 在 地  大田区田園調布本町３１－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７２１－４２８８～９ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３７２１－４２８９ 

  

多摩出張所 

 郵便番号  ２０６－０８０１ 

所 在 地  稲城市大丸３１１７－１ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３７７－７４０３ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３７７－３５５２ 

 

多摩川上流出張所 

郵便番号  １９７－０００４ 

所 在 地  福生市南田園３－３４－３０ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５５２－０６６７ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５３０－１３８６ 

 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.keihin.ktr.mlit.go.jp（京浜河川事務所ホームページ） 

 

【設置根拠】 

地方整備局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

(1) 河川に関する工事の施工及び監督に関する事務。 

(2) 河川に関する工事以外の管理に関する事務。 

 

【管轄区域】 

                    （上流端～下流端） 



 

 

田園調布出張所 多摩川水系多摩川 左岸 世田谷区喜多見１丁目地先（東名高速道路

橋）から大田区羽田空港３丁目地先（多摩

川河口） 

                 右岸 川崎市多摩区堰１丁目地先（東名高速道路

橋）から川崎市川崎区浮島町地先（多摩川

河口） 

 

多摩出張所 多摩川水系多摩川 左岸 東京都府中市四谷５丁目地先（浅川との合流点         

から）世田谷区喜多見１丁目（東名高速道路

橋上流端） 

               右岸 東京都日野市百草地先（浅川との合流点）から         

川崎市多摩区堰１丁目（東名高速道路橋上流

端） 

      多摩川水系浅川 左岸 東京都八王子市中野上町４丁目地先（萩原橋上流         

端から０．９km）から東京都日野市落川地先（多

摩川への合流点） 

              右岸 東京都八王子市元本郷町４丁目地先（萩原橋上流         

端から０．９km）から東京都日野市百草地先（多

摩川への合流点） 

        多摩川水系大栗川 左岸 東京都多摩市関戸５丁目地先（大栗橋下流端）         

から東京都多摩市関戸３丁目（多摩川への合流

点） 

                  右岸 東京都多摩市関戸５丁目地先（大栗橋下流端）         

から東京都多摩市連光寺地先（多摩川への合流

点）   

  

 多摩川上流出張所 多摩川水系多摩川 左岸 東京都青梅市青梅地先（万年橋上流端）         

から東京都府中市四谷５丁目地先（浅川

との合流点） 

                   右岸 東京都青梅市畑中１丁目地先（万年橋上         

端から東京都日野市百草地先（浅川との

合流点） 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

国営昭和記念公園事務所 

 

【所在地等】 

郵便番号  １９０－８５５８ 

所 在 地  立川市緑町３１７３ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５２４－１５１６ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２６－１４６６ 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktr.mlit.go.jp/showa/ 

 

【設置根拠】                                 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

国営昭和記念公園及び国営東京臨海広域防災公園の整備及び維持その他の管理並びに皇

居外苑及び新宿御苑の整備。 

 

【管轄区域】 

国営昭和記念公園及び国営東京臨海広域防災公園並びに皇居外苑及び新宿御苑 

 

【組織】 

 

  総務課 

所長            工務課 

  調査設計課 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

東京第一営繕事務所 

 

【所在地等】 

郵便番号  １６９－００７３ 

所 在 地  新宿区百人町３－２８－８ 新宿地方合同庁舎 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３３６３－２６９４～６ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３３６７－８７９６ 

Ｕ Ｒ Ｌ   

http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/2_now/6_eizen/5_jimsho/1_tokyo1/eizen7_1.htm 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

営繕工事並びに国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の実地指導。 

 

【管轄区域】 

埼玉県及び東京都（練馬区、新宿区、渋谷区、板橋区、北区、豊島区、文京区、千代田

区及び港区） 

 

【組織】 

 

   総務課 

所長            工務課 

  営繕監督官室 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

東京第二営繕事務所 

   

【所在地等】 

郵便番号  １３１－００４３ 

所 在 地  墨田区立花１－２４－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３６１８－３１９１～３ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３６１８－３２７０ 

Ｕ Ｒ Ｌ   

http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/2_now/6_eizen/5_jimsho/2_tokyo2/eizen7_2.htm 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

営繕工事並びに国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の実地指導。 

 

【管轄区域】 

千葉県及び東京都（荒川区、台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区及び

中央区） 

 

【組織】 

 

   総務課 

所長            工務課 

  営繕監督官室 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 



 

 

【機関等名】 

甲武営繕事務所 

   
【所在地等】 

郵便番号  １９０－００１４ 

所 在 地  立川市緑町３５６７ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５２９－００１１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２９－００１４ 

Ｕ Ｒ Ｌ   

http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/2_now/6_eizen/5_jimsho/6_koubu/eizen7_6.htm 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

営繕工事並びに国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の実地指導。 

 

【管轄区域】 

山梨県及び東京都（中野区、杉並区、世田谷区、品川区、大田区及び目黒区並びに特

別区の存する区域以外の地域） 

 

【組織】 

 

   総務課 

所長            工務課 

  営繕監督官室 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４８－６０１－３１５１（代表） 内線２０２４ 

 



 

 

【機関等名】 

東京港湾事務所 

   
【所在地等】 

郵便番号  １３５－００６４ 

所 在 地  江東区青海２－４３ 青海フロンティアビル１８階 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３５７０－３２３１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３５７０－３７００ 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/tokyo/  

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

(1) 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する業務。 

(2) 航路の整備、保全及び管理に関する業務。 

(3) 国が行う海洋汚染防除関連業務に関する業務。 

(4) 港湾に係わる海岸の整備、利用、保全その他の管理に関する業務。 

 

【管轄区域】 

埼玉県及び東京都（東京国際空港を除く。） 

 

【組織】 

 

副所長     総務課 

所長            工務課 

               建設管理官室 

               補償調整官 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－７４０７ 



 

 

【機関等名】 

東京空港整備事務所 

   
【所在地等】 

郵便番号  １４４－００４１ 

所 在 地  大田区羽田空港３－３－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５７５７－２０７４ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５７５６－４９４４ 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/ 

 

【設置根拠】 

国土交通省設置法第３２条、地方整備局組織規則第１４０条 

 

【所掌事務】 

東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する業務。 

 

【管轄区域】 

東京国際空港 

 

【組織】 

 

   総務課 

   経理課 

副所長       第一工務課 

所長                 第二工務課 

     事業調整課 

    第一建設管理官室 

    第二建設管理官室 

    第三建設管理官室 

第四建設管理官室 

                第五建設管理官室 

                補償調整官 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東地方整備局情報公開室 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－７４０７ 



 

 

【機関等名】 

 東京運輸支局 

自動車検査登録事務所 

 

【所在地等】 

東京運輸支局 

（本庁舎） 

郵便番号  １４０－００１１ 

所 在 地  品川区東大井１－１２－１７ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４５８－９２３１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３４７１－６３２０ 

 （青海庁舎） 

郵便番号  １３５－００６４ 

所 在 地  江東区青海２－５６ 東京港湾合同庁舎 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５５３０－２３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５５３０－２３３１ 

 

足立自動車検査登録事務所 

郵便番号  １２１－００６２ 

所 在 地  足立区南花畑５－１２－１ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３８８４－１５１１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３８８４－１８１１ 

 

練馬自動車検査登録事務所 

郵便番号  １７９－００８１ 

所 在 地  練馬区北町２－８－６ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３９３１－１１７８ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３９３１－５８９７ 

 

多摩自動車検査登録事務所 

 郵便番号  １８６－０００１ 

所 在 地  国立市北３－３０－３ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－５２３－２４５５ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－５２３－２２６３ 

 

八王子自動車検査登録事務所 



 

 

郵便番号  １９２－００１１ 

所 在 地  八王子市滝山町１－２７０－２ 

  Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２６－９１－６３６１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０４２６－９１－６３１５ 

 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.ktt.mlit.go.jp/tokyo/index.htm 

 

【設置根拠】 

 運輸支局 

国土交通省設置法第３７条、国土交通省組織令第２１６条、地方運輸局組織

規則第１２１条 

 

自動車検査登録事務所 

国土交通省設置法第３７条、地方運輸局組織規則第１４９条 

 

【所掌事務】 

運輸支局 

(1)  都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に

関する業務（都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。）。 

(2)  海洋の汚染及び海上災害の防止に関する業務。 

(3)  倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(4)  中小企業流通業務効率化促進法第２条第３項に規定する流通業務効率化事業であっ

て道路運送を一体的に行う事業を含むものについての計画の認定に関する業務。 

(5)  中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律第４条第４項第５号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関する業

務。 

(6)  貨物運送取扱事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(7)  自動車ターミナルに関する業務。 

(8)  所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する業務。 

(9)  観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関する業務。 

(10)  旅行業、旅行業者代理業、通訳案内業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及

び調整に関する業務。 

(11)  ホテル及び旅館の登録に関する業務。 

(12)  鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関する業務（軌道

の工事施行の認可等に関することを除く。） 。 

(13) 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する業務。 



 

 

(14)  鉄道等の安全の確保に関する業務（軌道の工事施行の認可等に関することを除く。）。 

(15)  鉄道等に関する事故の原因を究明するための調査及びこれらの事故の兆候について

の必要な調査に関する業務（航空・鉄道事故調査委員会の所掌に属するものを除く。）。 

(16)  陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等

の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(17)  道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(18)  自動車車庫に関する業務。 

(19)  自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関する業務。 

(20)  政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する業務。 

(21)  自動車の登録及び自動車抵当に関する業務。 

(22)  道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の

道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関する業務。 

(23)  自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(24)  軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこ

れらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(25)  道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の

増進、改善及び調整に関する業務。 

(26)  水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(27)  港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(28)  油濁損害賠償保障契約に関する業務。 

(29)  海事代理士に関する業務。 

(30)  海事思想の普及及び宣伝に関する業務。 

(31)  船舶のトン数の測度及び登録に関する業務。 

(32)  船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関す

る業務。 

(33)  造船に関する事業の発達、改善及び調整に関する業務。 

(34)  船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整

に関する業務。 

(35)  モーターボート競走に関する業務。 

(36)  船員の労働組合及び労働関係の調整に関する業務（船員労働委員会の所掌に属する

ものを除く。）。 

(37)  船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並

びに船員手帳に関する業務。 

(38)  船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務

の需給調整に関する業務。 

(39)  船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関



 

 

する業務。 

(40)  船舶の航行の安全の確保及び海洋の汚染の防止に係る外国船舶の監督に関する業務。 

(41)  上記に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき地方運輸局に

属させられた事務。 

 

自動車検査登録事務所 

(1)  自動車の登録及び自動車抵当に関する業務（自動車登録番号標の交付代行者の指定に

関することを除く。）。 

(2)  自動車検査登録印紙の売りさばきに関する業務。 

(3)  自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関する業務（自動車の整備及び技

術に関するものを除く。）。 

(4)  道路運送車両の整備に関する業務。 

(5)  道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関する業務。 

(6)  自動車の検査に関する業務。 

(7)  自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関する業務。 

(8)  道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関する業務。 

 

【管轄区域】 

  

機関等名 管 轄 区 域 
業務 区域 

自動車の検査・登録

関係 

 

東京都のうち中央区、千代田区、港区、品

川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、

大島、三宅島、新島、式根島、神津島、利島、

八丈島、御蔵島、青ヶ島、小笠原 
船舶の検査、測度及

び登録業務 

東京都及び埼玉県 

 
船員職業安定業務 東京都、埼玉県、栃木県及び群馬県 

東京運輸支局 

その他の業務 東京都 

足立自動車検査

登録事務所 

東京都のうち台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区

及び江戸川区 
練馬自動車検査

登録事務所 
東京都のうち新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、

板橋区及び練馬区 



 

 

多摩自動車検査

登録事務所 

東京都のうち立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布

市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、西

東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多

摩市及び稲城市 

八王子自動車検

査登録事務所 

東京都のうち八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あき

る野市及び西多摩郡 

 

【組織】 

 

                                           先任自動車登録官     [本庁舎] 

次席自動車登録官 

                                                総務課 

東京運輸支局長                           企画課 

                  次長         輸送課 

                                      監査課 

                                         整備課 

 

                      外国船舶監督官   ［青海庁舎］ 

                                       船舶検査長 

                                            船舶検査次長  船舶検査官 

                      船舶測度官 

                                        主任船員労務官 

                                        運航課 

                         次長         船舶課 

                                       検査課 

                                        船員労政課 

                                              船員労働環境課 

 

 

 自動車検査登録事務所長     先任自動車検査・登録官 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  関東運輸局総務部総務課 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－７２０４ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－８８０６ 



 

 

【機関等名】 

（東京航空局） 

空港事務所 

空港出張所 

空港・航空路監視レーダー事務所 

 

【所在地等】 

 

機関等名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 
東 京 空

港 事 務

所 

１４４－

００４１ 
大田区羽田空港３－３－１ ＴＥＬ ０３－５７５７－３０００ 

ＦＡＸ ０３－５７５６－１５１１ 

調 布 空

港 事 務

所 

１８２－

００３２ 
調布市西町１０６０ ＴＥＬ ０４２２－３１－７３３０ 

ＦＡＸ ０４２２－３１－２５０７ 

大 島 空

港 出 張

所 

１００－

０１０１ 
大島町元町字北の山２７０

－１ 
ＴＥＬ ０４９９２－２－２３９５ 

ＦＡＸ ０４９９２－２－３７８８ 

三 宅 島

空 港 出

張所 

１００－

１２１１ 
三宅島三宅村坪田１３７８ ＴＥＬ ０４９９４－６－１４４６～

７ 

ＦＡＸ ０４９９４－６－００８２ 
江 東 空

港 出 張

所 

１３６－

００８２ 
江東区新木場４丁目内 ＴＥＬ ０３－３５２１－０３４６ 

ＦＡＸ ０３－３５２１－３９１０ 

八 丈 島

空港・航

空 路 監

視 レ ー

ダ ー 事

務所 

１００－

１４０１ 
八丈島八丈町大賀郷２８３

９－２ 
ＴＥＬ ０４９９６－２－４０７８～

９ 

ＦＡＸ ０４９９６－２－３０５８ 

 

 

【設置根拠】 

 空港事務所 

国土交通省設置法第３９条、地方航空局組織規則第３５条・第３６条 

 

空港出張所 



 

 

地方航空局組織規則第３５条・第８０条 

 

空港・航空路監視レーダー事務所 

地方航空局組織規則第３５条・第８３条 

 

【所掌事務】 

空港事務所 

(1) 航空に関する事業（航空機及びその装備品の生産（修理については、航空機製造事業

者の行うものに限る。）に関する事業を除く。）の発達、改善及び調整。 

(2) 航空機の操縦の練習の許可に関する業務。 

(3)  飛行場の設置及び管理の監督に関する業務（空港出張所及び空港・航空路監視レーダ

ー事務所の所掌に属するものを除く。） 。 

(4)  飛行場の供用に関する業務。 

(5)  飛行場の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関する業務。 

(6)  飛行場内の秩序の維持に関する業務。 

(7)  飛行場及びその周辺における航空機に関する事故その他飛行場における事故及び飛

行場における災害に関する業務。 

(8)  土地の収用、買収、使用及び寄附に関する業務。 

(9)  航空機の運航の監督に関する業務（空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所

の所掌に属するものを除く。） 。 

(10) 航空機の航行の方法に関する業務（空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所

の所掌に属するものを除く。） 。 

(11) 遭難航空機の捜索及び救助に関する業務。 

(12) 航空情報（電話による航空情報であって航空路管制業務又は進入管制業務に関連して

提供するものを除く。）に関する業務（空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務

所の所掌に属するものを除く。）。 

(13) 国内及び国際航空通信における航空交通に関連する情報の中継を行うシステム（以下

「航空交通情報システム」という。）による航空通信の実施及び航空交通情報システム

施設に関する工事及び保守に関する業務（空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事

務所の所掌に属するものを除く。）。  

(14) 航空・鉄道事故調査委員会の行う航空・鉄道事故調査委員会設置法第３条第１号及び

第２号に規定する調査に対する援助に関する業務。 

(15) 電話による国内及び国際航空通信の実施に関する業務。 

(16) 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関す

る連絡に関する業務。 

(17) 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関する業務。 



 

 

(18) 飛行場の保安に関する業務（土木施設、建築施設及び電気施設（航空保安無線施設、

航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施

設を除く。）に関する保守に関するものを除く。）。 

(19) 飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に関する業務。 

(20) 航空法第９５条ただし書の規定による許可に関する業務。 

(21) 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設の工事及び保守に関する業務

（空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所、航空無

線標識所及び航空無線通信所の所掌に属するものを除く。）。 

(22) 航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関する業務（空港出張所、空港・航空路監

視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所、航空無線標識所及び航空無線通信所の

所掌に属するものを除く。）。 

(23) 航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関する業務。 

(24) 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する業務。 

(25) 飛行場の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関する業務。 

(26) 土木施設に関する工事及び保守に関する業務（飛行場に関する国の直轄の土木施設の

整備及び災害復旧に係るものを除く。） 。 

(27) 建築施設に関する工事及び保守に関する業務（航空衛星センターの所掌に属するもの

を除く。）。 

(28) 航空灯火その他の電気施設（航空通信施設、航空保安無線施設、レーダー並びに航空

交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。）に関する工事、運用及

び保守に関する業務（空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及

び航空衛星センターの所掌に属するものを除く。）。  

(29) 航空灯火の設置及び管理の監督に関する業務。 

(30) 類似灯火の制限に関する業務。 

(31) 昼間障害標識に関する業務。 

(32) 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設の工事並びに機械施設及

び車両の保守に関する業務（空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事

務所及び航空衛星センターの所掌に属するものを除く。）。 

(33) 電話による航空路航空情報（電話による航空情報のうち航空路管制業務又は進入管制

業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。）に関する業務（航空法施行規則第２

４２条の２第２項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所

長に委任した場合（以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。）

に限る。）。  

(34) 進入管制業務に関する業務（航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限

る。）。 

(35) 航空路管制業務に関する業務（航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限



 

 

る。）。  

(36) 航空法第９４条ただし書及び第９４条の２第１項ただし書の規定による許可に関す

る業務（航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。）。 

(37) 航空法第９７条第１項の規定による承認に関する業務（航空交通管制部長が空港事務

所長に委任した場合に限る。）。 

(38) 航空法第９７条第１項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関する業務

（航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。）。  

(39) 航空機の位置通報に関する業務（航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に

限る。）。 

 

空港出張所 

(1)  航空機の運航の監督に関する業務。 

(2)  航空機の航行の方法に関する業務。 

(3) 飛行場の設置及び管理の監督に関する業務。 

(4) 航空情報に関する業務。 

(5) 航空交通情報システムによる国内航空通信の実施及び航空交通情報システム施設の

保守に関する業務。 

(6) 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関す

る連絡に関する業務。 

(7)  航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。  

(8)  国内航空通信施設の保守に関すること。  

 

空港・航空路監視レーダー事務所 

(1)  航空機の運航の監督に関する業務。 

(2)  航空機の航行の方法に関する業務。 

(3) 飛行場の設置及び管理の監督に関する業務。 

(4)  国内航空通信施設の保守に関する業務。 

(5) 航空保安無線施設の運用及び保守に関する業務。 

(6) 航空情報に関する業務。 

(7)  航空交通情報システムによる国内航空通信の実施及び航空交通情報システム施設の

保守に関する業務。 

(8) 電話による国内航空通信の実施に関する業務。 

(9)  航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関す

る連絡に関する業務。 

(10) レーダーに関する工事及び保守に関する業務。 

(11) 電気施設（航空通信施設、航空保安無線施設、レーダー及び航空交通情報システム施



 

 

設を除く。）の保守に関する業務。 

(12) 空港・航空路監視レーダー事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設の保

守に関する業務。 

 

【管轄区域】 

  

機関等名 管 轄 区 域 
東京空港事務

所 
 栃木県、群馬県、埼玉県、東京都（調布空港事務所の管轄に属す

る区域を除く。）、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 
調布空港事務

所 
東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府

中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村

山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、清瀬市、狛江市、東

久留米市、東大和市、武蔵村山市、稲城市、多摩市、羽村市、あき

る野市及び西多摩郡 

 

【組織】 

 

                          総務課 

                          業務課 

                  総務部       会計課 

                          周辺環境課 

                          航空保安防災課 

           次長              先任航空管制情報官 

 東京国際空港長          保安部       先任航空管制通信官 

                          先任航空管制官 

                  管制部      先任航空管制技術官 

                          保全企画室 

                  施設部         土木建築課 

                           電気課 

                          機械課 

 

                            管理課 

   調布空港長                    先任航空管制情報官 

                            先任航空管制官 

 

 大島空港出張所長                   航空管制通信官 



 

 

 

 三宅島空港出張所長                  航空管制通信官 

 

                            航空管制情報官 

 江東空港出張所長                   先任航空管制通信官 

 

                       次長   管理課 

 八丈島空港・航空路監視レーダー事務所長        航空管制情報官 

                            先任航空管制通信官 

                            先任航空管制技術官 

 

【情報開示請求窓口】 
担当部署 東京航空局総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５２７５－９３１１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０３－３２２１－３６７１ 

 

【その他】 

 平成１３年４月１日から、三宅島空港出張所の業務を運営するため、臨時に、東京空港

基地事務所として東京空港事務所内に指定されています。 



 

 

【機関等名】 

 国土交通政策研究所 
  

【所在地等】 

郵便番号  １００－８９１８ 

所 在 地  千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎第２号館１５階 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２５３－８８１６ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２５３－１６７８ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.mlit.go.jp/pri/index/index.htm 

 

【設置根拠】 

 国土交通省組織令第１９１条、国土交通政策研究所組織規則第１条 

 

【所掌事務】 

 国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究。 

 

【組織】 

 

        副所長            総括主任研究官 

所長                  総括主任研究官 

研究調整官 

研究調整官 

総務課 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５２５３－８８１６  

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５２５３－１６７８ 



 

 

【機関等名】 

 国土交通大学校 

 

【所在地等】 

郵便番号  １８７－８５２０ 

所 在 地  小平市喜平町２－２－１ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３２１－１５４１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３２６－３８８３ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.col.mlit.go.jp/  

 

【設置根拠】 

 国土交通省組織令第１９１条、国土交通大学校組織規則第１条 

 

【所掌事務】 

国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修（国土技術政

策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。）。 

 

【組織】 

 

                     研修企画官 

                     政策主任研修官 

                            総務部                   総務課 

                                教務課 

                                                             主任教官 

                                                             管理科 

                     計画管理部         都市計画科 

                               建築科 

                               企画情報科 

                               主任教官 

             副校長                国際協力研修官 

                               環境安全技術研修官 

 校長                  建設部           建設企画科 

                               建設第一科 

                               建設第二科 

                               主任教官 

                               測量新技術研修官 



 

 

                               環境情報研修官 

                  測量部           測量企画科 

                               基本測量科 

                               地理情報科 

                               先端測量技術科 

                 柏研修センター（千葉県） 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  総務部総務課総務係 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２－３２１－１５４１ 内線２２２５ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２－３２６－３８８３ 



 

 

【機関等名】 

 航空保安大学校 

  

【所在地等】 

郵便番号  １４４－００４１ 

所 在 地  大田区羽田空港１－６－４ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７４７－０５０１～９ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３７４７－０４７５ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kouho-dai.ac.jp/  

 

【設置根拠】 

 国土交通省組織令第１９１条、航空保安大学校組織規則第１条 

 

【所掌事務】 

 航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うために必要な研修の実施。 

 

【組織】 

 

                     研修調整官 

                               研究調査室 

                                                  航空管制科 

                                航空情報科 

                        教頭                                 航空電子科 

                                                             総務課 

  校長              事務局            会計課 

                               教務課 

                  岩沼研修センター（宮城県） 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７４７－０５０１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３７４７－０４７５ 



 

 

【機関等名】 

 小笠原総合事務所 
  

【所在地等】 

郵便番号  １００－２１０１ 

所 在 地  小笠原村父島字東町１５２ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４９９８－２－２２４５ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４９９８－２－３３５７ 

  

【設置根拠】 

 国土交通省設置法第２９条、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する

法律第２６条 

 

【所掌事務】 

(1)  土地（国有地を除く。）の権利関係の調整に関すること。 

(2)  出入国管理及び外国人の在留に関すること。 

(3)  港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。 

(4)  緊急防除についての指導に関すること。 

(5)  労働基準監督事務及び労働者災害補償保険事業事務。 

(6)  職業安定及び雇用保険事業事務。 

(7)  土地（国有地を除く。）の使用に関すること。 

(8)  小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。 

(9)  小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。 

(10) 土地の形質の変更等の制限に関すること。 

(11) 国有林野事業事務。 

 

【管轄区域】 

 小笠原諸島 

 

【組織】 

 

                      総務課 

        次長                業務課 

所長                    調査課 

国有林課 

専門調査官 

調査官 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４９９８－２－２２４５ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４９９８－２－３３５７ 



 

 

【機関等名】 

 父島気象観測所 

  

【所在地等】 

郵便番号  １００－２１０１ 

所 在 地  小笠原村父島西町 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４９９８－２－２３２１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４９９８－２－２３２２ 

  

【設置根拠】 

 小笠原諸島における気象業務の暫定実施に関する訓令 

 

【所掌事務】 

 小笠原諸島における気象業務（地上気象観測、高層気象観測等） 

 

【組織】 

 

 （気象庁気候・海洋気象部海務課）    父島気象観測所 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  気象庁総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３―３２１２―８３４１ 内線２１５９ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３―３２１２―７２４８ 

 



 

 

【機関等名】 

 南鳥島気象観測所 

  

【所在地等】 

郵便番号  １００－２１００ 

所 在 地  小笠原村南鳥島 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２１２－８３４１（内線５１０７、５１１５）［気象庁気候・海洋気象部海務課］ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２１１－８３０９［気象庁気候・海洋気象部海務課］ 

  

【設置根拠】 

 小笠原諸島における気象業務の暫定実施に関する訓令 

 

【所掌事務】 

 小笠原諸島における気象業務（地上気象観測、高層気象観測等） 

 

【組織】 

 

 （気象庁気候・海洋気象部海務課）    南鳥島気象観測所 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  気象庁総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３―３２１２―８３４１ 内線２１５９ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３―３２１２―７２４８ 



 

 

【機関等名】 

（東京管区気象台） 

測候所 

航空地方気象台 

空港出張所 

  

【所在地等】 

 

機関等名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ 
大島測候

所 
 

１００－

０１０１ 
大島町元町字家の上４４５

－９ 
ＴＥＬ ０４９９２－２－３４５３ 

ＦＡＸ ０４９９２－２－３４５５ 

 
 大島空
港分室 

１００－

０１０１ 
大島町元町字北の山２７２ ＴＥＬ ０４９９２－２－１４９８ 

ＦＡＸ ０４９９２－２－２０４５ 
三宅島測

候所 
１００－

１１０１ 
三宅島三宅村神着７４ ＴＥＬ ０４９９４－２－０３３１ 

ＦＡＸ ０４９９４－２－０３０２ 

 
 三宅島
空港分

室 

１００－

１１０１ 
三宅島三宅村坪田１３７８ ＴＥＬ ０４９９４－６－０４３６ 

ＦＡＸ ０４９９４－６－１４０４ 

八丈島測

候所 
１００－

１４０１ 
八丈島八丈町大賀郷１５４ ＴＥＬ ０４９９６－２－１１９６ 

ＦＡＸ ０４９９６－２－２７０９ 

 
 八丈島
空港出

張所 

１００－

１４０１ 
八丈島八丈町大賀郷２８３

９－２ 
ＴＥＬ ０４９９６－２－０４４９ 

ＦＡＸ ０４９９６－２－２５４９ 

東京航空

地方気象

台 

１４４－

００４１ 
大田区羽田空港３－３－１ ＴＥＬ ０３－５７５７－９６７４ 

ＦＡＸ ０３－５７５７－９６７６ 

 
調布空

港出張

所 

１８２－

００３２ 
調布市西町１０６０ ＴＥＬ ０４２２－７６－０８１２ 

ＦＡＸ ０４２２－３１－３９２４ 

 

 

東京ヘ

リポー

ト出張

所 

１３６－

００８２ 
江東区新木場４ ＴＥＬ ０３－３５２１－５９５４ 

ＦＡＸ ０３－３５２１－０３９２ 

 



 

 

ＵＲＬ  http://www.tokyo-jma.go.jp/sub_index/kannai_kansho.htm  

 

【設置根拠】 

 測候所 

国土交通省設置法第５０条第３項、気象庁組織規則第１２２条 

  

 航空地方気象台 

国土交通省設置法第５０条第１項、気象庁組織規則第１１９条第２項 

 

空港出張所 

国土交通省設置法第５０条第３項又は第５０条第５項、気象庁組織規則第１２４条 

 

【所掌事務】 

 測候所 

気候、地象、降水象の予報・警報及び観測並びにその結果の発表、統計、通信その他

管区気象台の所掌事務の一部を分掌（ただし、八丈島測候所のみ）。 

   

航空地方気象台 

  航空機の利用に供するため気象、地象（地震及び火山現象を除く。）、降水象の予報・

警報及び観測並びにその結果の発表、統計、通信その他管区気象台の所掌事務の一部を

分掌 

 

空港出張所・分室 

航空気象の観測及びその整理。航空気象情報の解説、気象通信。 

 

【管轄区域】 

 東京航空地方気象台（調布空港出張所、東京ヘリポート出張所を含む。） 

  東京国際空港、東京都東京ヘリポート、調布飛行場 

 

【組織】 

 

 大島測候所長   大島空港分室 

 

 三宅島測候所長   三宅島空港分室 

 

 



 

 

                       業務課 

 八丈島測候所長               技術課 

                       高層課 

               八丈島空港出張所 

 

総務課 

次長      予報課 

 東京航空地方気象台長            航空路火山灰情報センター 

管制気象課 

観測課 

通信課 

               調布空港出張所                            

               東京ヘリポート出張所                         

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  東京管区気象台 総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２１２－６３９０ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－３２１２－３３９０ 

 

【その他】 

 平成１２年１１月１日から、三宅島測候所（三宅島空港分室）の業務を運営するため、

臨時に、東京基地事務所として東京管区気象台内に指定されています。 



 

 

【機関等名】 

 気象衛星センター 

  

【所在地等】 

郵便番号  ２０４－００１２ 

所 在 地  清瀬市中清戸３－２３５ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２４－９３－１１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２４－９１－４７０１ 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://mscweb.kishou.go.jp/panfu/index.htm 

 

【設置根拠】 

 国土交通省組織令第２３４条・第２３６条、気象庁組織規則第６２条、気象衛星運用準

備室を設置する訓令第１条 

 

【所掌事務】 

(1)  気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測（以下

単に「気象衛星による観測」という。）に係るデータ処理に関すること。 

(2)  気象衛星による観測の成果の統計に関すること。 

(3)  気象衛星による観測並びに気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する

気象衛星による気象通信（以下単に「気象衛星による気象通信」という。）を行うため

の気象衛星の運用に関すること。 

(4)  気象衛星による観測及び気象衛星による気象通信に関するシステムの管理及び開発

に関すること。 

(5)  気象衛星による観測に係るデータ処理を行うための情報システム及び機械施設に関

すること。 

(6) 図書及び資料の刊行及び整理に関すること。 

(7) 気象無線報の受信に関すること。 

(8) 気象衛星センターの所掌事務を遂行するために行う情報伝送その他の気象通信に関

すること。 
(9)  電気施設に関すること。 

(10) 気象衛星（運輸多目的衛星に係るものに限る。以下同じ。）の技術基準に関すること。 

(11) 気象衛星の運用に関する訓練に関すること。 

(12) その他気象衛星の運用の準備に関すること。 

 

 

 



 

 

【組織】 

 

総務部       総務課 

会計課 

       システム管理課 

 所長          データ処理部     データ処理課 

解析課 

管制課 

施設管理課 

             情報伝送部     伝送第一課 

                       伝送第二課 

                       気象衛星通信所（埼玉県） 

                       気象衛星運用準備室 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４２４－９３－１１１１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４２４－９１－４７０１ 



 

 

【機関等名】 

 東京海上保安部 

 

【所在地等】 

郵便番号  １３５－００６４ 

所 在 地  江東区青海２－５６ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－５５６４－１１１８ 

 Ｆ Ａ Ｘ  同上 

 

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 

(1)  法令の海上における励行に関する業務。 

(2)  海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合に

おける援助に関する業務。 

(3)  遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関する業務。 

(4)  海難の調査（海難審判庁の行うものを除く。）に関する業務。 

(5)  船舶交通の障害の除去に関する業務。 

(6)  海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶

交通に対する障害を除去するものの監督に関する業務。 

(7)  旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督

に関する業務。 

(8)  航法及び船舶交通に関する信号に関する業務。 

(9)   港則に関する業務。 

(10)  船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関する業務。 

(11)  海洋の汚染及び海上災害の防止に関する業務。 

(12)  沿岸水域における巡視警戒に関する業務。 

(13)  海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関する業務。 

(14)  海上における犯人の捜査及び逮捕に関する業務。 

(15)  国際捜査共助に関する業務。 

(16)  上記(1)から(15)までの業務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用

に関する業務。 

(17) 通信施設の保守及び運用に関する業務。 

(18)   警察庁及び都道府県警察（以下「警察行政庁」という。）、税関、検疫所その他の関

係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関する業務。 



 

 

(19) 海象観測に関する業務。 

(20) 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する業務。 

(21)  本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する

業務。 

(22)  本部長の指定する灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通

報に関する業務。 

(23)  本部長の指定する区域に係る海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、

保守又は運用を行うものの監督に関する業務。 

 

【管轄区域】 

 栃木県、群馬県、埼玉県、東京都（横浜海上保安部及び下田海上保安部の管轄区域を除

く。） 

 

【組織】 

 

次長           管理課 

 部長                     警備救難課 

航行安全課 

港内交通管制室 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 



 

 

【機関等名】 

（横浜海上保安部） 

小笠原海上保安署 

  

【所在地等】 

郵便番号  １００－２１０１ 

所 在 地  小笠原村父島字清瀬 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４９９８－２－２８７０ 

 Ｆ Ａ Ｘ  同上 

 

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 

(1)  法令の海上における励行に関する業務。 

(2)  海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合に

おける援助に関する業務。 

(3)  遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関する業務。 

(4)  海難の調査（海難審判庁の行うものを除く。）に関する業務。 

(5)  船舶交通の障害の除去に関する業務。 

(6)  海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶

交通に対する障害を除去するものの監督に関する業務。 

(7)  旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督

に関する業務。 

(8)  航法及び船舶交通に関する信号に関する業務。 

(9)  港則に関する業務。 

(10)  船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関する業務。 

(11)  海洋の汚染及び海上災害の防止に関する業務。 

(12)  沿岸水域における巡視警戒に関する業務。 

(13)  海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関する業務。 

(14)  海上における犯人の捜査及び逮捕に関する業務。 

(15)  国際捜査共助に関する業務。 

(16)  上記(1)から(15)までの業務を遂行するために使用する本部の船舶の保守及び運用

に関する業務。 

(17)  通信施設の保守及び運用に関する業務。 



 

 

(18)  警察庁及び都道府県警察（以下「警察行政庁」という。）、税関、検疫所その他の関

係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関する業務。 

(19)  海象観測に関する業務。 

(20)  船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する業務。 

 

【管轄区域】 

 小笠原村 

 

【組織】 

 

 （横浜海上保安部）        小笠原海上保安署長    次長 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 



 

 

【機関等名】 

 羽田航空基地 

  

【所在地等】 

郵便番号  １４４－００４１ 

所 在 地  大田区羽田空港１－１２－１ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７４７－０５６２～４ 

 Ｆ Ａ Ｘ  同上 

  

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 

(1) 法令の海上における励行に関する業務。 

(2)  海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合

における援助に関する業務。 

(3) 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関する業務。 

(4) 海難の調査（海難審判庁の行うものを除く。）に関する業務。 

(5) 船舶交通の障害の除去に関する業務。 

(6) 海洋の汚染及び海上災害の防止に関する業務。 

(7) 沿岸水域における巡視警戒に関する業務。 

(8) 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関する業務。 

(9) 海上における犯人の捜査及び逮捕に関する業務。 

(10)  国際捜査共助に関する業務。 

(11)   上記(1)から(10)の業務を遂行するために使用する本部の航空機及び船舶の保守及

び運用に関する業務。 

(12)  通信施設の保守及び運用に関する業務。 

(13)  警察庁及び都道府県警察（以下「警察行政庁」という。）、税関、検疫所その他の関

係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関する業務。 

 

【組織】 

 

 基地長               管理課 

         次長 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 



 

 

【機関等名】 

 羽田特殊救難基地 

  

【所在地等】 

郵便番号  １４４－００４１ 

所 在 地  大田区羽田空港１－１２－１ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３７４７－０７９４～５ 

 Ｆ Ａ Ｘ  同上 

 

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 

(1)  高度の知識及び技術を活用して行う海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災

事変、海上災害その他救済を必要とする場合における援助に関する業務。 

(2)  上記(1)に掲げる業務を遂行するために有する知識及び技術を活用して行う海難の調

査（海難審判庁の行うものを除く。）。 

(3)  船舶交通に対する障害の除去、海洋の汚染状況の調査、海上における犯罪の捜査及び

国際捜査共助に関する業務。 

(4)  上記(1)、(2)、(3)に掲げる業務を遂行するために使用する本部の船舶及び航空機の

運用に関する業務。 

(5)  通信施設の保守及び運用に関する業務。 

(6)  警察庁及び都道府県警察（以下「警察行政庁」という。）、税関、検疫所その他の関係

行政庁との間における協力、共助及び連絡に関する業務。 

 

【組織】 

 

 基地長     特殊救難隊 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 



 

 

【機関等名】 

 八丈水路観測所 

  

【所在地等】 

郵便番号  １００－１６２３ 

所 在 地  八丈島八丈町中之郷３６２１ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４９９６－７－０４２４ 

 Ｆ Ａ Ｘ  同上 

 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/hachizyo/index.htm 

 

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 

(1) 水路測量に関する事務。 

(2) 航法に必要な測地に関する事務。 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 



 

 

【機関等名】 

 東京航路標識事務所 

  

【所在地等】 

郵便番号  １４０－００１１ 

所 在 地  品川区東大井１－１３－１ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３４７１－９５２７ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０３－５４７９－６９１４ 

 

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 

(1)  本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する

業務。 

(2) 上記(1)に掲げるもののほか、本部長の指定する灯台その他の航路標識の附属の設備

による気象の観測及びその通報に関する業務。 

(3) 上記(1)に掲げるもののほか、本部長の指定する区域に係る海上保安庁以外の者で灯

台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関する業務。 

(4) 上記(1)に掲げるもののほか、船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事

務。 

 

【組織】 

 

 所長          業務課 

      次長     無線課 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 



 

 

【機関等名】 

 八丈島航路標識事務所 

  

【所在地等】 

郵便番号  １００－１６２２ 

所 在 地  八丈島八丈町末吉６８９ 

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０４９９６－８－０４４２ 

 Ｆ Ａ Ｘ  同上 

 

【設置根拠】 

 海上保安庁法第１３条、海上保安庁組織規則第１１８条・第１１９条 

 

【所掌事務】 
(1) 本部長の指定する灯台その他の航路標識及びその附属施設の保守及び運用に関する業
務。 

(2) 上記(1)に掲げるもののほか、本部長の指定する灯台その他の航路標識の附属の設備

による気象の観測及びその通報に関する業務。 

(3) 上記(1)に掲げるもののほか、本部長の指定する区域に係る海上保安庁以外の者で灯

台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関する業務。 

(4) 上記(1)に掲げるもののほか、船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事

務。 

 

【組織】 

 

 所長     次長 

 

【情報開示請求窓口】 

 担当部署  第三管区海上保安本部総務部総務課 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０４５－２１１－０７７１ 

 Ｆ Ａ Ｘ  ０４５－２０１－７０４５ 

 


